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第９章 債権の担保 （担保…将来生じるかもしれない不利益を補う保証）

＜ とは＞債権の担保

、 、債務者の財産が充分でなかったり 将来悪化する恐れがある場合などに備え

あらかじめ債権を確実に回収できるようにする手段またはその仕組み

…特定の財産から、他の債権者に先んじて債権回収を図る担保物的担保

…主たる債務者以外の第三者にも債務の履行を請求できる担保人的担保

第１節 物的担保 債権者平等の原則

優先的弁済効力(優先弁済権)有 先取特権･質権･抵当権…

用 留置権･質権… ：目的物を留置することによって弁済を促す。留置的効力

性 抵当権ほか… ：目的物の所有者が変わっても存続し、追求できる。追求効

・ …債権に従って発生、消滅する。附従性

性 ・ …債権に伴って移転する。随伴性

質 ・ …債権の全部が弁済されるまで、目的物の全部にかかる。不可分性

（ 、 。）物上代位性…目的物が変じた物にも行使可能 留置権には認められない

法定 民295 他人の物を占有している債権者が、留 置 権（ ）

担保 商521 弁済を受けるまで、その物を占有できる権利 典（ ）

物権 民303 一定の債権について､優先的に弁済を受ける権利 型先取特権（ ）

民342 債権の担保として受取った物を占有し、 担質 権（ ）

弁済のない時にその物を競売し、 保

優先的弁済を受ける権利 (要物契約) 物
約定

民369 占有を移転しないで物を担保目的物にする権利 権抵 当 権（ ）
担保

判例 債権の担保として、財産を債権者に譲渡し、譲渡担保（ ）

物権 弁済後にそれを返還する形式の債権担保方法

売主が代金額および契約の費用を買主に返還す 非買戻特約

＊ (民579～) ることによって売買契約を解除し、目的物を取 典

り戻すことができるとする特約 型

売買した目的物を、将来もう一度逆方向で売買 担再売買予約

＊ (民556) する予約をすること。 保

弁済のない場合 仮登記を本登記にすることで 物仮登記担保 、 、

容易に代物弁済が受けられるよう代物弁済の 権

仮登記担保法 目的物に所有権移転の仮登記を行う担保方法（ ）

売買において、代金が完済されるまで、所有権留保

＊ 商品の所有権を売主のもとに留保する。

例）割賦販売者への所有権留保(割賦販売7)

＊については 「第３節 その他、担保的性質を有するもの」で取り扱う。、
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１ 抵当権 期限が来ても弁済なし (民執180①)（ ）mortgage 担保不動産競売

→担保権の実行 (民執180②)担保不動産収益執行

優先弁済的 他の担保権者の競売代金からも順位に応じた回収可能(民執87)

効力 設定者破産の場合も、別除権として保護される(破産2⑨､65)

納付期限以前に設定すれば、租税債権にも優先する。

把握
抵当権 抵当権実行 抵当権に対抗できない明渡猶予

(369) 賃借権であっても、

交換価値 目 競売手続き開始前から使用収益を

的 利用権 行っている者は、買受の時点から

使用価値 物 との調整 6ｹ月経過まで明渡さなくてもよい

干渉なし

原則：

抵当権登記後の賃借権 抵当権実行→消滅

建物：所有権法定地上権
(388) ＋ →抵当権者に対抗抵当権者全員の同意

土地：抵当権実行 ＋同意の登記 →競売買受人にも
対抗

①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在

②抵当権設定当時、同一人が土地と建物を所有 建物所有者には、

③土地･建物の一方または両方に抵当権設定 法律上当然として、

④抵当権の実行により、異なる所有者となる 地上権が認められる

抵当目的物の 抵当権者の請求に応じて、抵当不動産の代価弁済

第三取得者等の保護 (378) 所有権・地上権を買受けた者がその代金を

抵当権者に支払うことで抵当権が消滅する

(379～) 売主の代金請求権も消滅抵当権消滅請求

不足額は抵当権のない債務として存続

抵当不動産の第三取得者が、代価の支払を申し出て

抵当権者に、抵当権消滅を請求する制度

抵当権者が、所定書類の到達後２ヵ月以内に競売申立をしなければ、

第三取得者は、抵当権者に代価を提供(供託)して抵当権を消滅させる

転抵当

抵当権の処分(376) 抵当権の譲渡･放棄

抵当権の順位の譲渡･放棄 → 順位の変更(374)

…複数の不動産の上に１つの抵当権を設定すること共同抵当

、 。実 (同時に競売)…各不動産の価格に応じ 按分して債権の負担を分ける同時配当

行 (別々に競売)…先に競売申立された不動産の後順位抵当権者には、異時配当

同時配当の場合に受けたであろう金額に達するまで

共同抵当権者が他の不動産について有した抵当権に代位する
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２ 根抵当権（ ） 普通抵当権（根抵当権でない抵当権）revolving mortgage
＜ とは＞根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の範囲において担保する抵当権(398の2)

・特定の継続的取引により生ずる債権 設定契約によって定める極度額

・一定の種類の取引により生ずる債権 その後の契約で変更可能

・特定の原因に基づき継続して生ずる債権 (※利害関係人の承諾必要)

範囲内なら､元本､利息､遅延損害・手形上もしくは小切手上の請求権

金のいずれも、制約なく担保する・電子記録債権

…元本の確定前は実行できない。確定後は普通抵当権と同様の効力元本の確定

定めた日より５年以内

（ ）期日の到来(約定期日あり) 確定前なら変更可能 変更日から５年以内

(398の6) ※変更には、利害関係人の同意不要

根抵当権設定者から 根抵当権設定から３年経過した後、元本の

確定請求をし、２週間経過した時点で確定
確定請求 (約定期日なし)

(398の19) 元本確定請求をした時点で確定する

（ 、 ）根抵当権者から 根抵当権者は いつでも確定請求できる

抵当不動産の差押え等の申立

法定の 根抵当権者による競売や物上代位のための申立

確定事由 根抵当権者による滞納処分による申立

の発生 根抵当権者が、競売手続や滞納処分による差押え等

(398の20) を知ってから２週間経過

債務者または根抵当権設定者が破産手続開始

元本の確定前は、被担保債権残高がゼロになっても、根抵当権は消滅しない

３ 譲渡担保

＜ とは＞ ・動産や債権でも譲渡担保

債権の担保として、財産を債権者に譲渡し、 引渡なく担保設定できる

弁済後にそれを返還する形式の債権担保方法 ・民事執行手続きによらず、

迅速かつ高価に換金可能

目 的 物 …譲渡可能な …将来債権を含み流動的であるが、集合物債権

あらゆるもの 目的物の範囲が特定できれば可

民 法 動産・債権譲渡特例法

不動産 不動産登記 (177) －

対抗要件 動 産 引渡､占有改定(178) 動産譲渡登記(3) ･法人が譲渡人

債 権 通知､承諾 (467) 債権譲渡登記(4) ･期間10年

･動産債権譲渡

実 行 …裁判所の手続などを経ることなく実行できるが 登記ﾌｧｲﾙ、

。目的物の価格が債権額を上回る分は清算が必要
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（ ）第２節 人的担保 personal security

・主たる債務者がその債務を履行しない場合に、かわりに 附従性保 証

(民446) 保証人が履行する義務(保証債務)を負う債権担保の方法

・債権者と保証人との保証契約によって成立し、

主債務者の同意は必要ではない。guarantee
・催告の抗弁権(民452)、検索の抗弁権(民453)を認める。 補充性

※弁済した保証人は､主たる債務者に求償できる(459等)

一定期間、継続的に発生する債務を担保する保証根保証

・保証人が複数いる場合の保証 分別の共同保証

・原則、保証債務額は保証人の数に応じて分割される。 利益あり

・特約により主たる債務額全体について、各保証人が 利益なしjoint
する場合が圧倒的に多い。guarantee 保証連帯

・保証人が主たる債務者と連帯して履行する特約の保証。連帯保証

(民454) ・催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められない。 補充性

→一般には、通常の保証よりも多用される。 なし

(商511②) ・主たる債務者が商人の場合の保証は、当然に連帯保証。

※金融機関の企業融資の個人保証人は原則経営関係者

・数人の債務者が同じ債務を負い、それぞれが 主従の連帯債務

(民432) 債務の全額について履行の義務をもつ。 区別なし

(商511①) ・１人が履行すれば、他の債務者の債務も消滅する。

(民442) ・自己の負担分を超えた弁済分は、他の債務者に求償可能

不可分債務 性質上または当事者の合意により分けることができない

目的物を給付する債務を複数の債務者で負う場合

(民428) 例）賃借物を共同相続した場合の賃料支払債務など

※保証契約は、書面または電磁的記録によってなされなければ無効(民446②③)

(民458の2、458の3)保証人に対する債権者の情報提供義務

①保証人からの請求

②主たる債務者が期限の利益を喪失 債務の履行状況や

期限の利益を喪失した旨



- 73 -

(民459～465) ←保証人が主たる債務者に代わって弁済した保証人の求償権

こと等により主たる債務を消滅させた場合

①主たる債務を消滅させた出捐の額

委託を ②弁済･免責があった日以後の法定利息

受けた ③避けることができなかった費用その他 (459･442②)

保証人

弁済期前に弁済 （免責のための出捐行為をした当時に）

(459の2) 主たる債務者が利益を受けた限度で

事後求償

主債務者の意思 （上記準用） (462①)

委託を に反しない弁済

受けない

保証人 主債務者の意思 （求償の当時に） (462②)

に反する弁済 主たる債務者が利益を受けている限度で

事後の求償権行使では満足できなくなるおそれ委託を ＜要件＞…

受けた ・主債務者が破産手続開始決定を受けたが、

保証人 事前求償 債権者が破産財団に加入しない。

(460) ・債務が弁済期にある。

・過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けた

主たる 求償に応じる→｢担保提供｣または｢自己を免責させること｣を請求

債務者 (461)

の対応 求償を拒否 →償還金の供託、担保提供、保証人を免責させる

●弁済に際しての通知義務と求償権（通知を怠った保証人の求償の制限等：463）

弁済に際しての通知を怠った場合の求償権の制限

保証人 事前通知 主債務者が債権者に対抗できる事由で、求償への抗弁あり

事後通知 善意で二重に弁済等をした主債務者には、求償できない。

主債務者 事後通知 善意で二重に弁済等をした保証人は、主債務者に求償可能
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一定期間、継続的に発生する債務を担保する保証 （ ）根保証 revolving guarantee

信用保証 多用される

…保証期間や保証限度額について約定のなし包括根保証契約

→十分な理解ないまま契約する保証人の問題

（民465の２～465の５）個人根保証契約の特則

（電磁的記録も可）

・根保証契約である の定め … による 、極度額 書面 定めなければ

無効・保証人が個人 個人根保証契約は

主債務の元本･利息･違約金･損害賠償等及び

保証債務の違約金･損害賠償の全部にかかる元本の確定

個人貸金

主債務に貸金等債務が含まれる根保証契約

契約締結から
５年以内 その期日

期日到来 約定期日 ５年超

約定期日なし ３年経過日

①債権者が、主債務者または保証人の財産について、

法定の確定事由 金銭支払目的の または を申立強制執行 担保権実行

の発生 ②主債務者または保証人が を受けた破産手続開始決定

死亡(465の4) ③主債務者または保証人の

身元保証 (身元保証に関する法律：身元保証法)（ ）fidelity guarantee

保証の存続期間 上限５年（超える定め→５年に短縮）

期間の定めのない場合→原則３年(商工見習は５年)

使用者の保証人への通知義務…業務上不適任･不誠実な場合

任務･任地変更で保証人に危険が及ぶ場合保証人の解約告知権

保証範囲の認定についての裁判所の裁量権

（民465の６～465の10）事業に係る債務についての保証契約の特則

・事業に係る債務の保証または根保証 で 保証人予定者の公正証書

・主債務に貸金等債務が含まれる の意思表示 保証債務履行意思

に際し 契約締結前１ヶ月以内根保証の委託

財務状況等 義務 主債務者が受託者へ ない場合は契約無効情報提供

ない場合は取消可能 主債務者の役員等は適用除外
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第３節 その他、担保的性質を有するもの

１ 同時履行の抗弁権（ ）defence of simultaneous performance
＜ とは＞同時履行の抗弁権

において、 (民533)双務契約

双方の債務の履行期が同一である場合、自己の債務の履行期が来ても、

相手方が債務の履行をするまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。

引渡を拒否することにより相手方の弁済を心理的に強制する点で、

留置権に似た効力

２ 買戻し・再売買予約

売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって買戻特約

(民579～) 売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができるとする特約

売買した目的物を、将来もう一度逆方向で売買する予約再売買予約

(民556)

売渡担保（広義の譲渡担保の一種）として利用できる。

３ 仮登記担保

＜ とは＞ 裁判所の仮登記担保

弁済のない場合 仮登記担保法 競売手続、 （ ）

仮登記を本登記にすることで、容易に代物弁済が受けられるように なしで

あらかじめ代物弁済の目的物に所有権移転の仮登記を行う担保方法 物件取得

破産手続上も別除権

・金銭債権を担保するものであること

・金銭債務の不履行時、債務者等に属する

所有権等の移転を目的とした契約であること

・仮登記または仮登録できるものであること

清算期間

仮 清算金見積額の通知 所有権の移転 清算金の支払い 本登記

登 ２ヵ月

記 債務者等へ

後順位担保権者 登記請求権は

や第三取得者へ 清算金支払と

同時履行関係 支払前なら、債務者が

目的物の価格が債権額を 債権等の金額を提供して

上回る分は清算が必要。 所有権を受戻すこと可能
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４ 所有権留保

＜ とは＞所有権留保

売買代金が完済されるまで、商品の所有権を売主のもとに留保する制度

成立 諾成、目的物の引渡や別段の設定契約は不要

・代金全額の支払いを約定どおり行わなかった場合、

効力 売主の請求に応じて、売買目的物を返還する

・ネームプレートなどにより第三者の善意取得を阻止

、 ）実行 目的物引渡請求には 売買契約の解除が必要(多数説

目的物の価格が残債額を上回る分は清算が必要。

（参考）債務引受 債務の同一性を保ったままでの移転

（１）併存的債務引受(470) （２）免責的債務引受(472)

（重畳的債務引受け）

債権者 債務存続 債務者 債権者 債務消滅 債務者

連帯債務

引受人 引受人

※債権の回収としてだけでなく担保としても利用できる （第10章参照）。
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債権の回収第10章

Ｂ／Ｓ Ｂ／Ｓ

資産 負債 資産 負債 ①換金性の高い

流動資産から回収する

②固定資産の保全・確保

純資産 ③代表者個人資産の確保

その他 現在価値・時価
帳簿上のﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ 現状資料 のﾊﾞﾗﾝｽｼｰｰﾄ

第１節 債務者の協力を得て行う債権の回収

１ 貸金債権等代理受領

債権者 債務者

相殺 債務者が第三債務者に有している

代理受領 委任 債権の取立てを債権者に委任する

売掛債権

取立て

債権譲渡が禁止されている場合の

￥ 第三債務者 迂回手段などとして活用される。

諾成契約だが、効果発生は給付時

２ 契約 代替物の給付により債権を消滅させる契約(民482)代物弁済

※目的物の過小評価は、詐害行為取消権や否認権の行使を招くので要注意

、 、３ に 代金完済を停止条件として 商品の所有権を移転する売買をし所有権留保

。よる商品返還 代金不払時は､所有権に基づく返還請求により､商品を取り戻す

※完済間際の行使は、権利濫用(民１③)に当たることもある。

４ の締結 代金債権等の残債相当額を、貸金債権として再設定する準消費貸借契約

支払期限の延期としての実質

時効中断の効果(債務の承認)

旧債務に付された担保は、原則として新債務(貸金債務)に移転する

５ 債権者の特定した一般の債権債権譲渡 指名債権

対象 電子記録債権 電子記録債権法による債権

債権
指図債権…手形･小切手･倉庫証券･貨物引替証ﾅﾄﾞ

証券的債権 記名式所持人払債権…公的な支払命令書など

無記名債権…商品券、乗車券、入場券など
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●指名債権の譲渡

貸金債権
譲受人 譲渡人

債権者
債権譲渡

売掛代金

債権

譲渡禁止特約も認められるが、

債務者 善意の譲受人には主張できない

（ ）466②

契約当事者 譲渡人と譲受人（債権譲渡契約） ※債務者の合意等は不要

対抗要件 民法上の対抗要件 動産･債権譲渡特例法 の対抗要件*

債務者 ・譲渡人から債務者への通知 ・譲渡人 譲受人から債務者へのor
(467①) 登記事項証明書示しての通知

(特4②) ・債務者の承諾 ・債務者の承諾

第三者 ・確定日付のある証書による ・債権譲渡登記ﾌｧｲﾙへ債権譲渡登記

(467②) 上記の通知・承諾 →民467②の通知と同様の効果

(特4①) (登記日付＝確定日付となる)

譲渡通知 譲渡人→債務者 ※譲渡人の代理として譲受人からの通知も有効

債務者は通知を受けるまでに生じた事由で譲受人に対抗できる。

承諾 債務者→譲渡人･譲受人

異議のない承諾をした債務者は、譲渡人に対抗できる事由により

譲受人には対抗できない。

複数の ・確定日付のある証書による通知･承諾を経た譲受人が優先

対抗要件等

の優劣 ・通知の場合 上記証書の到達の早いものが優先（≠確定日付）

（判例）

同時到達の 各譲受人が譲受債権の全額を請求できるが、

場合 債務者は、いずれかの債権者に全額を支払えば免責

・承諾の場合は、承諾がなされた日を基準として、その先後で判断

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律*
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＜電子記録債権とその譲渡＞

手形・小切手 債権譲渡

債権不存在リスク
紛失リスク

・二重譲渡リスク

より安全で円滑な

債権の流通を確保

…「電子記録債権法」電子記録債権

（電子手形）

①商取引等 ③債権の発生

債務者 債権者

②債権発生記録請求

⑤譲渡

電子債権記録機関 記録 ④債権譲渡

請求 契約

記録原簿

⑥電子記録債権の効力発生 譲受人

電子記録債権 記録原簿への電子記録を発生・譲渡の効力要件とする金銭債

の性質 権であり、記録原簿の記録により権利の内容が確定される。

取引安全 善意取得や人的抗弁切断の制度が認められ、支払についても

の保護 記録原簿上の債権者への支払につき支払免責の制度を設けた

電子記録保証 手形における裏書人の保証に相当する制度として、

の制度 手形保証類似の独立性を有する電子記録保証の制度を設けた

質権の設定 電子記録債権も質権の目的物とできる制度とした。

（参考）証券的債権の譲渡

・指図債権の譲渡の対抗要件…証書に譲渡の裏書きをして交付する(520の2)

・無記名債権…動産と見なす

・指図債権、無記名債権の譲受人への抗弁…証書から当然に生ずる結果を除き、

できない(520の6､520の20)。
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６ 債務の同一性を保ったままでの移転債務引受

（１）併存的債務引受(470) （２）免責的債務引受(472)

（重畳的債務引受け）

債権者 債務存続 債務者 債権者 債務消滅 債務者

連帯債務

引受人 引受人

併存的債務引受 免責的債務引受

要件 ①債権者･債務者･引受人の契約 ①債権者･債務者･引受人の契約

(470)(472)

②債権者・引受人の契約 ②債権者・引受人の契約

＋債権者から債務者への通知

③債務者・引受人の契約 ③債務者・引受人の契約

＋債権者から引受人への承諾 ＋債権者から引受人への承諾

引受人の抗弁 債務引受の効力発生時に債務者 債務引受の効力発生時に債務者

が主張できた抗弁を対抗可能 が主張できた抗弁を対抗可能(471①)(472の2①)

債務者が債権者に 取消権・解除権の行使によって 取消権・解除権の行使によって

取消権・解除権を 債務者が債務を免れるべき限度 債務者が債務を免れることが

有する場合の で債務の履行を拒絶可能 できた限度で債務の履行を

引受人の履行拒絶 (471②) 拒絶可能 (472の2②)

引受人が債務を あり なし (472の3)

弁済した場合の

債務者への求償権

担保の移転 債権者は、引受人の債務に

(472の4) 担保権を移すことができる。

・あらかじめまたは同時に、

引受人への意思表示が必要

・引受人以外の者が担保設定

した場合は、引受人の承諾

が必要

保証については、

保証人の書面による承諾が必要
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第２節 債務者の協力を得られない場合の債権回収

１ 相殺（ ）set off

…債務者が債権者に対し持つ債権と債務を対等額で消滅相 殺

相殺適状 債権が対立していること

(505) 双方の債権が同種の目的を有する債権であること

双方の債権が弁済期にあること

双方の債権が性質上相殺を許すものであること (↓505②)

相殺禁止特約も可能…悪意または重過失の第三者に対してのみ対抗可能

相殺の禁止 受動債権が 不法行為によって生じたとき(509)

差押禁止債権であるとき(510)

差押えを受けたとき(511)

株式払込請求権であるとき(会社208③)

相殺の意思表示…相殺しようとする者の一方的な意思表示で足り、

相手方の同意は不要

２ 責任財産の保全 … 強制執行の引き当てとなる一般財産（責任財産）の散逸防止

（１）債権者代位権(423)

＜ とは＞債権者代位権

債務者が第三債務者に有している債権の請求を怠っているとき、 債務者の

債 債権者が債務者に代わって権利を行使する制度。 財産の保全

権

額 強制執行により実現可能な債権 登記請求権の代位に

が (423③) ついて

限 貸金債権等 (債務者が無資力で) は不要

(423の7)度 債権者 (被保全債権) 債務者 債権者は自己の債権の保全が必要

(423①)
債権者代位

売掛債権等 弁済期の到来 (423②)

裁判の内外に (被代位権利)

関わらず実施可能 一身専属、差押禁止でない(423①但)

第三債務者

訴えの提起時は、

債務者に訴訟告知 代位行使があっても、

(423の6) 債務者に対する抗弁を、 債務者自ら取立等の処分可能

債権者代位者にも主張可能 (423の5)

登記請求権 (423の4)

の代位も可能 原則：債務者に引き渡される
目的物

(423の7) 金銭または動産は、債権者への引渡請求可(423の3)

（まとめ） 被保全債権 強制執行により実現可能 (423③)
債権の期限到来 (423②)

債権者代位権の要件 債 務 者 無資力（保全の必要性） (423①)
権利を行使していない

被代位権利 一身専属、差押禁止でない(423①但)
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（２）詐害行為取消権 (424)

＜ とは＞詐害行為取消権（債権者取消権）

債務者が、一般の債権者を害する法律行為を行った場合、 目的物返還

債権者が、その行為の取消しを裁判所に請求できる制度。 価格賠償

被保全債権 強制執行により実現可能 (424④)

詐害行為の前に取得 (424③)

要 件 詐害行為 債務者のの無資力 (424①)

財産権を目的とする行為 (424②)

悪意 債務者、受益者 (424①)*
転得者 (424の5)

行 使 …受益者または転得者を相手に裁判所に訴訟提起する。

（債務者は、被告にならない ）。

、 （ ）効 果 …詐害行為の取消し 財産の取戻し 原則：債権者の債権額が限度

目的物 不動産…登記名義が債務者に戻った時点で強制執行

金 銭…自己に引き渡させ、債権と相殺
詐害行為以前に入手

強制執行可能な債権 善意
（悪意） 詐 （悪意）でない

貸金債権等 害
受益者 転得者債権者 債務者 行

(被保全債権) 為

目的物

無資力詐害行為取消

受益者に対する請求 転得者に対する請求

<原則> (424) ②財産減少行為

財産減少行為 ①債務者の悪意 ④受益者は善意でない )受益者に対する請求要件1

相当対価処分 ・相当対価での財産処分 )転得者の悪意2
行為 )隠匿等の処分のおそれ （他の転得者からの転得1

(424の2) )債務者の隠匿等の処分意思 の場合は、以前の全て2
)受益者の悪意 の転得者の悪意）3

特定の 義 ・既存債務の消滅・担保の供与 (424の5)

債権者の 務 )債務者の支払不能1
ための ① )債務者と受益者の通謀意図2

担保供与 非 ・義務ではない

等 義 既存債務の消滅・担保の供与

(424の3) 務 )債務者の支払不能前30日以内1
② )債務者と受益者の通謀意図2

過大な ・債務額より過大な代物弁済

代物弁済等 ②財産減少行為

(424の4､424) ①債務者の悪意 ④受益者は善意でない
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３ 強制的回収

（１）債権回収のための事前措置
provisional seizure

保全手続 仮差押え …強制執行に先立ち、目的物の保全を図る(民保20)
保全処分

要件… 被保全債権の存在 ＋ 仮差押えの必要性

効果→債務者は、仮差押えされた財産を現状維持する
（自由に譲渡したり担保に提供したりできない）
※優先的弁済権はない (民保49①､47①)

、第三債務者が仮差押えに反して債務者に弁済しても
本執行に移行すれば、差押債権者への支払義務あり

(民保50① 民481)、

仮処分 係争物に関する仮処分

仮の地位を求める仮処分provisional
disposition

＜民事保全手続きの流れ＞

申し立て 審 理 保証金の納付 保全命令・保全執行

（２）強制執行（ ）compulsory execution
●強制執行とは

＜ とは＞強制執行

、 、国家機関の力で 債務者の財産を処分することなどにより

強制的に債権を満足させる手続き

●強制執行手続きの流れ

差 押 換 価 満 足債務名義

確定判決、仮執行宣言付判決

強制執行を根拠づけ、正当化する文書 和解調書、仮執行宣言付支払督促

調停調書、強制執行認諾文付公正証書

●各種強制執行の手続き

債権執行 不動産執行 動産執行

強制執行の申立

裁判所へ 執行官へ

差 押 え

差押え そ 競 売転 強制競売 強制管理
の債権者 付
他による 命

売却代金 賃料など 売却代金取立て 令

債権の回収（満足）
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・債権者による取立て…債務者の第三者に対する債権を差押債権者が債務者に

代わって、自ら取り立て、債権の回収を図る方法

・転付命令…他の債権者も債権執行してきた場合の平等弁済を避けるため、

債務者の第三者に対する債権を、額面で差押債権者に移転し、

優先弁済を確保する方法

・強制管理…譲渡禁止または競売に不適な不動産について、裁判所の選定した

管理者に管理を任せ､その賃料などから､必要経費を差引いた分を

各債権者に配当して、債務弁済を得る方法

●強制執行申立後の他の債権者の関与

先行の 配 当 要 求 …すでに開始されている強制執行手続に参加する。

手続き →先行の差押が取下・取消で終了すれば終了する。

で

配当を 二重差押え …すでに強制執行手続で差押えられた目的物について

受ける 二重開始決定 さらに強制執行手続を申立てて差押えをする。（ ）

→先行の差押が取下・取消で終了しても継続する。

（参考）配当にあずかる債権者の範囲と手続

一 般 債 権 者
担 保 権 者

有名義債権者 無名義債権者

担保権を主張する 債務名義正本を有する 債務名義正本を有せず

二重 抵当権者
差押え 換価で消滅する質権者 可 不

特別の先取特権者 可
不 一般の先取特権者
動
産 配当 一般の先取特権者 可 強制執行の差押え後に
執 要求 仮差押え登記
行

配当 強制執行の差押えに 強制執行の差押えに 強制執行の差押えに
要求 先行して仮差押え登記 先行して仮差押え登記 先行して仮差押え登記
不要 ＋本案勝訴など

により権利確定

二重 競売申立要件を備えた
差押え 質権者 可 不可

先取特権者
債
権 配当 先取特権者 可 不
執 要求 可
行

配当 仮差押え登記
要求 ＋本案勝訴など
不要 により権利確定

動
産 競合する動産執行事件は併合される 不
執 →二重差押え禁止 可
行
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債務者の倒産に対応するための処理手順第11章
破産

清算型整理

特別清算…解散株式会社のみ

法的整理

（倒産） 会社更生…株式会社のみ

再建型整理

整理 民事再生

清算型私的整理

任意整理 私的整理

（私的整理） 再建型私的整理

自然整理（自然消滅）

支払不能または債務超過の状態になって、事業継続できない状態倒 産

目 的 経営権・担保権の処理

債務者が総債務を完済する ・会社は、破産管財人の管理下破 産

清 見込がない場合に、 に入り、債務者(経営者)は、

算 債務者の全財産を換価して、 管理処分権を失う。

型 総債務者に公平に分配し、 ・担保権者は別除権を有するの

清算することを目的とする。 で、担保権の行使は可能。

窮境にある株式会社が ・会社は、更生管財人の管理下会社更生

裁判所の監督の下に に入り、債務者(経営者)は、

会社の事業の維持更生を 管理処分権を失う。

図ることを目的とする。 ・担保権は更生担保権とされ、

再 権利行使は制限される。

建

型 経済的に窮境にある債務者の ・管理命令が出されなければ、民事再生

事業または経済生活の再生を 債務者は管理処分権を保持。

図ることを目的とする。 ・担保権は別除権とされる。

ただし、

担保権の①実行中止命令

②消滅請求制度あり

個人破産と ・債務者からの申立でなく、自ら申し立てる自己破産がほとんど

個人民事再生 ・住宅ローンを維持したままなど、

柔軟な運用の個人再生手続の制度も整備されている。
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第１節 破産手続きと取引関係への影響

１ 破産手続きとは

●破産のしくみ

破産者

（債務者）

財産の強制換金

債権者 ￥

管財人

配当

￥配当

債権者 ￥

●申立に必要な予納金

＜負債総額＞ ＜予納金＞

１億円以上５億円未満 → ２００万円

５億円以上10億円未満 → ３００万円

（特に資産のない者には小規模管財制度等がある）

●破産手続きの流れ
債務者の財産が少なく、 破

破 同時破産廃止 破産手続の費用すら賄えない場合 産
産 保 破 手
手 産 続
続 全 手 管 破 債 破 配 自
き 続 財 産 権 産 体
開 処 開 人 債 調 財 当 終 無
始 始 の 権 査 団 意
の 分 決 選 の ・ の 手 了 味
申 定 定 届 確 換
立 出 定 価 続

２ 破産手続きの特徴

①手続全般に裁判所が関与する厳格な手続

…債権者に対する公正な配当が保証される。

債権者は個別の権利行使が禁じられ、破産手続きへの参加が強制される。

②最終的な整理手続き

、 。…他の法的整理手続きは失敗した場合 その後は破産手続に移行して清算する

③自然人・法人ともに破産手続の対象となる。

※各裁判所ごとに、個性豊かな手続きがなされている。
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３～８ 破産手続開始申立～配当

支払不能…支払能力を欠き弁済期にある債務弁済ができない

(15) 破産原因 支払停止…支払不能を示す債務者の行為 →支払不能の推定

(16) 債務超過…債務者の財産で債務を完済できない …法人特有

債権者…債権の存在と破産原因の疎明が必要 (18)

破産手続 申立権者 債務者→自己破産(18①)

開始申立 法人の理事、業務執行社員、取締役→準自己破産(19)

管轄裁判所 …自然人の住所、営業者の主たる営業所の所在地
(4～6) 子会社も親会社の営業所所在地で可

既に開始されている個別の手続きの

他の手続きの中止・禁止 中止命令・取消命令(24)

事前処分 包括的禁止命令(25)上記で不十分な時

債務者の財産の保全 債務者の財産に関する保全処分(28)

保全管理命令(91)

破産財団をもって破産手続き費用を支弁するに足りない
同時廃止破産手続

開始決定 ①破産管財人の選任(１人または数人) (216)

(30①) ②破産債権の届出期間の決定

③債権者集会の期日、破産債権の一般調査期間(期日)の決定

(34)
破産者の現有財産(資産) による回復分 破産債権者否認権

破産財団 を害する
の対象 の分 分 行為など取戻権 別除権 相殺 財団債権 破産債権

破産債権 (160～)
の

もともと 抵当権等で 破産手続に 配当手続に (152)
届出 破産者の 担保された よらず随時 より を配当

ものでない 債権 弁済される 受ける
調査 (62) (65①) (2⑦) (2⑤)

確定 もともと 経済的破綻を 破産開始後 破産開始前
破産財団を 知って行った (48) 損
形成しない 取引分は不可 原因の発生時期

(71､72) 害
一般債権

個人破産者の自由財産(34③) 賠
双方未履行の双務契約(53)

① 破産開始後の取得財産 反 償
② 差押禁止財産等 対 破産管財人の選択
③ 差押禁止財産の3/2相当額 債 等
④ 管財人が放棄した財産 務 契約履行 契約解除

換価 反対給付の返還請求 反対給付が現存せず

破産財団の換価業務終了後、配当すべき金銭があれば最後配当(195)

配 当 簡易配当手続…配当可能金額が1000万円に満たない場合(204)

同意配当手続…届出債権者全員の同意がある場合(208) (201⑤)

少額の配当の特例…債権者の意思表示がないと千円未満の配当はない
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＜個人の破産手続きにおける留意点＞

同時廃止 債務者の財産が少なく、破産手続の費用すらまかなえない場合には、

(破216) 破産開始と同時に破産廃止を決定することが認められている。

→個人破産の場合は、この処理が多い。

自由財産 破産者自身が、その生活の維持等のために管理する財産

(破34③) ①新得財産：破産者が破産手続開始後にはじめて取得に至った財産

②差押禁止財産および権利の性質上差押えの対象とならない財産

③民事執行法上の差押禁止金銭の３／２倍相当額の金銭

④管財人の意見を聴いて、裁判所が拡張した範囲の財産

免責手続 配当によっても弁済を受けられない債務について、破産者の責任を

(破248) 原則として全面的に免除する手続き。免責申立に応じ裁判所が行う。

※破産手続開始決定だけでは、免責にならない。

→破産手続開始申立と同時に申立できる。

（参考）特別清算

＜特別清算とは＞

解散後清算中の株式会社について、

①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情、または 破産に比べ

②債務超過の疑いがある場合に、 簡易・迅速

裁判所の命令により開始され、かつ かつ

その監督のもとに行われる特別の清算手続のこと。 柔軟な処理

株式会社の

清算手続き 清算終了

(会社475～)
①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情

②債務超過の疑い

特別精算開始の申立て→開始の命令

総債権額の

債権者集会・協定の可決 ２／３以上

※債権者と の同意

個別に和解する

方式もある。 協定認可の申立て → 協定認可決定

協定の実行 → 特別精算終結
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第２節 民事再生手続

１ 民事再生手続きとは （ ）rehabilitatison proceedings

●民事再生手続の考え方（※更生手続も基本は同じ）

窮地にある債務者が、破綻を来たす

免責額 前に裁判所に申立て、破産的精算の

配当額以上を弁済することにより、

債務総額 残りの債務を免責してもらう。

民事再生 …弁済期間は最長１０年

破産的精算 弁済額

の配当額 ※サラリーマンなどに利用しやすい

個人再生手続の制度も整備されてる

●民事再生手続きの流れ

申立て原因（経営不振）の発生

（棄却）
再生手続の開始申立て 破産手続移行start

2週間
再生手続の開始+

1日目 ●同意再生の条件
すべての債権者の同意

2月目 同 簡 債権の届出
意 易 ●簡易再生の条件
再 再 総債権額の３／５以上を
生 生 債権の調査・確定 持つ債権者の同意
手 手
続 続 ●再生計画案の決議要件

3月目 再生計画案の提出 債権者の過半数
議決権の１／２以上

（否決）
5月目 債権者集会による決議 再生手続廃止

（可決）
ほぼ (不認可)
同時 再生計画認可

（認可）
（ ）不履行

再生手続終了 破産手続移行

（履行）

再 建

２ 民事再生手続の特徴

① 株式会社だけでなく、他の法人や個人であっても利用できる。

② 債務者が事業経営権を保持できるため、現在の経営者の信用等を活用できる。

※裁判所による管理命令があれば、管財人の管理となる(民再64､66)
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３～８ 再生手続開始申立～取引先との関係 法人の理事等(22)

申立権者 債務者自身 債 権 者

再生手続 申立原因 債務の弁済により事業継続に 破産手続開始の原因事実

開始申立 著しい支障のおそれ (21①) が生じるおそれ (21②)

管轄 ・営業者は主たる営業所の所在地

裁判所 ・国内に営業所を有しない営業者、個人は住所地

既に開始されている個別の手続きの
申立てに 他の手続きの中止・禁止 中止命令・取消命令(26)

伴う 包括的禁止命令(27)↑で不十分な時
保全措置 債務者の財産の保全 開始前会社の財産に関する保全処分(30)

担保権実行競売手続の中止命令(31)
監督委員の選任…必要時の監督命令(民再54)

再生手続 (再生計画認可の見込がないときなどは申立棄却され、開始できない)
開始 債権届出期間および債権調査期間の決定(民再34)
決定 原則、管財人は選任されない… (38①)債務者の自主的な再建

例外、管財人選任もありうる
(64①､66) 公平かつ誠実な手続追行義務

担保権＝別除権…原則、再生手続きに関係なく実行可能(53)

例 担保権実行中止制度 …担保権の実行を一時的に中止する
外 (31) →担保権者と再生債権者との協議

担保権消滅制度 …担保権を一定の対価の弁済により消滅させる
(148～153) （担保目的物の対価相当額の資金を準備する）

再生計画 計画により負担し又は猶予される債務の期限は計画認可から10年未満
の作成 債務者が一般調査期間の２ヵ月以内に作成し、裁判所に提出
と決議 可決要件 債権者の議決権の1/2超の賛成

※書面決議も可
(民再119､121①)

・開始決定後の取引に基づく債権は、随時弁済される(共益債権となる)
・開始決定前の保全段階での取引等による債権について、
事業継続に欠かせない行為により発生した場合は、共益債権とできる

(120)

新たな申立ては禁止
強制執行・仮差押え・仮処分・強制競売 (民再39)

進行中のものは中止

相殺は、再生債権届出期間末日までに行わなくてはならない(92) (93)

再生手続開始後あるいは支払停止等を知って負担した債務とは相殺不可

再生計画認可決定の確定により再生債権者等は確定判決と同一の効力
→ 不履行時は、直ちに強制執行可能 (180)

①再生手続開始申立を棄却する決定が確定した場合
破産手続 ②再生手続開始決定の取消の決定が確定した場合
への移行 ③再生計画不認可の決定が確定した場合

④再生計画廃止の決定が確定した場合
手続終結 (民再249､250)
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＜個人再生手続＞

個人再生手続

負債総額5000万円以下で、

将来において継続的にまたは反復 給与またはこれに類する定期的な収入を

して収入を得る見込がある債務者 得る見込があり、その変動の幅が小さい

小規模個人再生手続 給与所得者等再生手続

負債総額 弁済額

弁 3000万円超5000万円以下: 1/10 左の金額かつ、可処分所得の２年分以上

済 1500万円超3000万円以下:300万円

額 500万円超1500万円以下: 1/5 可処分所得＝債務者の年間収入(手取額)

100万円超 500万円以下:100万円 －最低限度の生活必要費

100万円以下:総額

期 ３年以内

間 （特別な事情が認められる場合には５年以内）

書面決議 決議不要

決 同意しない者が 債権者の意見聴衆のみ

議 議決権者総数の 以下かつ1/2
議決権の総額の 以下1/2

優 所得が比較的高い場合や 要件は厳しいが、多くは債務者に有利

生活費が比較的安い場合などは、 ・債務者が作成した再生計画が

劣 金額的に有利なこともある。 原則そのまま認められるなど

●住宅資金特別条項（住宅ローンに関する特則）

特別条項を遵守すれば、住宅ローン債権者による抵当権の実行を回避できる

①期限の利益回復型：毎月の返済に加え、再生計画の弁済期間内に

滞納分の元本･利息･遅延損害金の総額を支払う。

②リスケジュール型：返済期間を10年以内(かつ債務者が70歳以下)の範囲

で延長する。 →毎回の支払額を低減できる

③元本の一部支払猶予型：②に加え、

再生計画の弁済期間中は元本の一部を支払猶予

※利用は個人再生手続きに限定されない
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第３節 会社更生手続と取引関係への影響

１ 会社更生手続きとは （ ）corporate reorganization procedure
、 、経済的に窮境にある株式会社が 裁判所の監督の下に

、債権者その他の利害関係人の利害を適切に調整しながら

当該株式会社の 手続き事業の維持更生を図る

更 更 決
正 更 財 債 正 議 更 更 更 更
手 保 正 管 産 権 計 の 正 正 生 更 生
続 手 財 状 の 画 た 計 計 計 生 手
き 全 続 人 況 届 案 め 画 画 画 計 続
開 開 の 報 出 の の 案 案 認 画 終
始 処 始 選 告 ・ 策 関 の の 可 遂 結
の 決 定 集 調 定 係 決 決 決 行 決
申 分 定 会 査 ・ 人 議 定 定 定
立 等 提 集

出 会

２ 会社更生手続きの特徴

① 適用対象は、株式会社に限定されている。

→実際には、倒産による社会的影響の大きい大規模会社を想定している。

② 担保権者であっても更生手続きに参加しなければ、担保権を実行できない。

→更生手続中の担保権は、更生手続外で独自に実行することが禁止される。

③ 裁判所および更正管財人の権限が強大で、事業の再建にも重点が置かれる。

（参考） 会 社 更 生 民 事 再 生

対 象 株式会社のみ すべての自然人・法人

事業経営権・ 管財人が選定され、 原則として、管財人は選定されず
財産の管理処分 会社の事業経営権や財産の管理 事業経営権や財産の管理所分権の

権 所分権は全て管財人に帰属する 帰属は継続する

担保権の扱い 担保権は、個別に行使できない 担保権は、再生手続に関係なく
（ ）→更生担保権として、会社 実行できる 原則

更生手続に取り込まれる →別除権

取引先 開始 原則として、 別除権が認められる場合を除き、
の債権 決定前 更生計画に従い弁済等を受ける 原則として、再生計画に従い弁済
の扱い に原因 等を受ける

開始 共益債権とされ、取引条件に従い随時弁済される
決定後
の取引

債権者の 更生(再生)債権者が、更正会社(再生債務者)に対して債務を負担し
相殺の時期 ている場合には、一定の要件を満たしている限りその債務と
および 更生(再生)債権を、更生(再生)債権届出期間末日までに、
相殺の制限 相殺することが認められる

決 議 要 件 更生債権者の議決権総額の 債権者集会を開催した場合には、
２分の１超 出席者の過半数かつ

更生担保権者については 議決権を行使できる債権者の議決
更生計画により議決権総額の 権総額の２分の１以上の
３分の２、４分の３ 同意が必要
又は10分の９以上の賛成が必要

負債負債負債
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（参考）更生手続開始申立～取引先との関係

①破産手続開始の原因事実が生じるおそれ
申立原因 ②債務の弁済により事業継続に著しい支障のおそれ

多額債権者や大株主（上記①の場合）
更生手続 申立権者 株式会社自身
開始申立

管轄裁判所 株式会社の主たる営業所の所在地
東京地方裁判所、大阪地方裁判所

保全管理人の選任…必要時
既に開始されている個別の手続きの

申立てに 他の手続きの中止・禁止 中止命令・取消命令(会更24)
伴う 包括的禁止命令(25)↑で不十分な時

保全措置 開始前会社財産保全 開始前会社の財産に関する保全処分(28)
商事留置権消滅請求(会更29)

労働組合等の意見の聴取(会更22)…申立棄却または開始決定が
明らかな場合を除く

更生手続 (更生計画認可の見込がないときなどは申立棄却され、開始できない)
開始決定 ①更生管財人の選任(１人または数人)

②債権届出期間および債権調査期間の決定
更生手続開始の公告

更生債権者等への弁済の禁止 取引は管財人を
事業経営権や財産の管理所分権は全て管財人に帰属 相手として行う

更生計画 計画により負担し又は猶予される債務の期限は計画認可から15年未満
の作成 管財人が期間内に作成し、裁判所に提出する。
と決議 可決要件 更正債権者の 超の賛成 届出期日1/2

※ 更正担保権者の ， ， 超の賛成 までに2/3 3/4 9/10
書面決議も可 （期限の猶予減免事業の全部廃止) 届け出, ,

たもの
更生計画に定められた事業譲渡は株主総会等の要なし( ) のみ49

・更生担保権は、更生手続きに取り込まれ、個別行使は禁止される
・開始決定後の取引に基づく債権は、随時弁済される(共益債権となる)
・開始決定前の保全段階での取引等による債権について、
保全管財人の行為により発生した場合は、当然に共益債権＝随時弁済

新たな申立ては禁止
強制執行・仮差押え・仮処分・強制競売 ( )50

進行中のものは中止

相殺は、更生債権届出期間末日までに行わなくてはならない( ) ( )48 49

更生手続開始後あるいは支払停止等を知って負担した債務とは相殺不可

①更生手続開始申立を棄却する決定が確定した場合

破産手続 ②更生手続開始決定の取消の決定が確定した場合

（ ）への移行 即時抗告

③更生計画不認可の決定が確定した場合

手続終結 ④更生計画廃止の決定が確定した場合



- 94 -

（ ）第４節 任意整理 voluntary liquidation
１ 任意整理とは

任意整理 法的整理手続きによらず、裁判所の監督なしに、

私的整理 債権者と債務者との合意により、（ ）

（内整理） 債務者の資産を債権者間で分配する倒産処理手続き

２ 任意整理の特徴

メリット 当事者の合意さえあれば、法的整理に比べ

迅速で高額の配当を得られる可能性がある。

デメリット 不公平な財産分配がなされるおそれがあり、

事件屋や整理屋の介入も招きやすい。

３ 任意整理手続きの例とそれへの対応

任 債

意 債 権 債 整 配

経 準 整 権 者 権 理 当

営 備 理 者 委 者 案 の

破 段 開 集 員 会 の 実

綻 階 始 会 会 議 承 行

通 結 認

知 成

＜ポイント＞

情報の収集 意思決定

任意整理への参加 任意整理に不参加

・債権者の数が少なく、利害調整が容易 十分な担保や保証があり、

・事件屋や整理屋の介入がない 独自に回収可能

・双方に手続き遂行にふさわしい人物がいる

特定調停手続 裁判所の選任する調停委員を介在させ、

一度に、複数の債権者と行う調停手続

債権者の強制執行手続きの防止を図りつつ、

処理の透明性、公平性を相当程度確保する
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第12章 法的紛争等の予防と対応
第１節 紛争の予防方法

１ 紛争予防の必要性

企業の広範な経済活動 法的紛争が発生する可能性 一定数以下に抑え、
正常業務に注力する

解決のために、本来業務に割り振るべき 紛争
（ ）人的・物的資源を割く 発生 訴訟予防紛争予防

２ 紛争予防の方法

情報の収集 …契約を締結する前に 業績や資産の状況などを調査
継続的な取引相手も

契約書の早期交換 …合意ができたときは順次契約書を交わし、細部を明確化

相手方が一方的、恣意的な解釈をする余地のない条項
契約書記載内容の整備 条項の内容は、具体的であること

不備事項は、発見の都度修正していく

第２節 損害賠償に関する法律関係
履行遅滞(412)

(415) 債務不履行 履行不能(412の2)
不完全履行(562､564ほか)

損害賠償 …損害を賠償する法的義務

(709) 不法行為 …故意･過失による権利侵害

②故意・過失 ⑤責任能力加害者

行為①損害 ③因果関係

④違法性権利侵害＝

●特殊な不法行為 原 因 責 任 者 証明すべき過失等

失 火 行為者本人 故意 重過失 加害責任軽減失火責任（失火法) または

過失責任原則一般の不法行為 権利等侵害行為 行為者本人 故意または過失

責任無能力者 監督義務者 (監督義務を怠らなかった 中監督者責任
(民714) の行為 代理監督者 こと等を証明→免責) 間

責
被用者の 使用者 (選任･監督上の注意が充分 任使用者責任

(民715) 事業執行上の行為 であることを証明→免責) ／
証

自動車の運転 ( を証明→免責) 明運行供用者責任 運行供用者 免責三要素
( ) 責自賠法

任
占有者 (損害発生防止に必要な 転土地工作物責任

(民717) 土地工作物の瑕疵 注意をした証明→免責) 換

所有者 土地工作物の瑕疵
無

(PL) 製造物の欠陥 製造業者等 製造物の欠陥 過製造物責任
( ) 失製造物責任法

責
公害の法的責任 企業の環境汚染等 原因者 健康被害の発生 任
(大防法など) (因果関係証明責任の転換)
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１ 法律上の損害賠償が問題となる場面

管理者(占有者)

施設そのものの欠陥 土地工作物責任 所有者

施設の所有者・ や管理の不備に起因

所要者・管理者 債務不履行責任

の責任 施設の用法に伴う …施設利用契約に基く注意義務違反

業務遂行に起因

不法行為責任（本人、使用者責任）

第三者に対し 不法行為責任

請負業者の責任

発注者に対し 債務不履行責任

製造物責任 製品の欠陥により人の生命、身体、財産上の被害を生じさせた場合

（第４章第４節２参照）

一般の商人 善管注意義務違反 … 無償でも（商595）

預かり物の

受託者の責任 旅館・飲食店・浴場など 「不可抗力により生じた」

（ ） （ ）場屋営業者 証明のない限り有責 商596①

労働基準法上の責任 … 無過失責任

労働災害に対する 不法行為責任

企業の責任 私法上の損害賠償責任 債務不履行責任(安全配慮義務)

損害担保契約上の責任

(労災等への上乗せ補償)

公 害 不法行為責任 「因果関係がなかった」証明のない限り有責

特別法下での無過失責任

予防としての環境アセスメント

不法行為 過失相殺

自動車事故 運行供用者責任

（自動車損害賠償保険法）

を証明しなければ、責任を免れない(自賠法３但書)。免責三要素

①自己および運転者が、自動車運行に関し注意を怠らなかった。

②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった。

③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった。

専門職業人の損害賠償責任 専門家としての注意義務違反…一般のものより高度
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２ 損害賠償による紛争の解決 民事訴訟

（詳細は第４節） その他（示談､即刻和解､調停､仲裁､支払催告､

ＡＤＲ 破産手続）

３～４ 損害賠償リスクへの対応

ISO9001業務管理の徹底 マネジメントシステム規格 品質（ ）

ISO14001環境

労働安全衛生

賠償責任保険 生産物賠償責任保険（ＰＬ保険） 情報セキュリティ

会社役員賠償責任保険( 保険) 輸送安全D&O
施設所有者(管理者)賠償責任保険 記録

請負業者賠償責任保険 事業継続

店舗賠償責任保険

自動車賠償責任保険など

第３節 民事訴訟手続

●裁判による権利の実現 ●裁判所

最高裁判所裁判所

高等裁判所訴え 執行
裁判手続きによる解決

地方裁判所
私 実力行使 私

簡易裁判所 家庭裁判所
自力救済の禁止

裁判管轄

訴えの種類

法定管轄

…特定の給付請求権を主張し 職分管轄…事件の内容による給付の訴え

給付を命ずる判決を求める 事物管轄…訴額140万円以下

…特定の権利等の存在･不存在 →簡易裁判所確認の訴え

を確認する判決を求める 土地管轄

…権利関係変動の要件を主張し 普通管轄 被告の住所地形成の訴え

変動を宣言する判決を求める 特別管轄 義務履行地(5①)

物･権利の所在地

民事訴訟の特徴→紛争の最終的解決に繋がる 行為地 など。

→時間と費用がかかる。 合意管轄…当事者が書面で定める

→専属管轄以外はこれに従う
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●裁判手続の流れ 管轄 法定管轄 職分

指定管轄 事物

訴え提起前の証拠収集 原告 裁判所 被告 合意管轄 土地

(132②～) 送達不能

訴状 ↓訴状
(133②)

当事者氏名 （副本） 訴状却下

当事者 住所 提出 送達

と請求 請求の趣旨 訴訟継続の 行方不明訴状の審査
(133①)

の特定 請求の原因 効果が発生 ↓

連絡 連絡 公示送達

給付の訴え 第１回期日の指定

確認の訴え 未提出で答弁書

形成の訴え 当日欠席

否認 →敗訴訴状の審査

受付での審査 第１回期日 不知…否認の推定

・記載事項等 陳述 陳述 沈黙…擬制自白

・添付不備等 認める…裁判上の

※補正拒否 自白

争点整理手続でも受取 第２回期日以降

事件分配 準備 提出 提出 準備 ･準備的

分配後の審査 書面 書面 口頭弁論争点整理手続

・必要事項 陳述 争点整理 陳述 ･弁論準備手続

・手数料印紙 書証の申出→ 心証形成 ←書証の申出 ･書面による

※補正なきは 立証計画 準備手続

却下

申出 申出 必要な主張や

証人尋問 証拠 証拠決定 証拠 重要な書証は

当事者尋問 この段階で、

鑑定 出しておく｡集中証拠調べ

人証 ※後に提出の

検証 証拠 本訴 場合､却下も

時期に遅れた書証 物証 証 拠 方 法 反訴 (

証 証明責任 )攻撃防御方法

裁判官の感得 証拠資料 明 証明度

自由心証 証明 和解の勧告

証拠原因 事実 疎明 訴訟上の和解

当事者の欠席 ･いつでも可能

第一回期日 ･当事者の互譲

擬制陳述 口頭弁論終結

訴え却下(訴状･答弁書)

第二回期日以降 訴訟判決

簡裁 擬制陳述 本案判決: 判 決

請求棄却地裁 片方進行:
請求認容※双方欠席は 当事者不出頭 判決書 ※２週間以内に上訴

期日打切り でもできる なければ、確定→債務名義の効力
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裁判に対する不服申立

控 訴 第一審判決への不服による提訴

上 訴 高裁へ

上 告 控訴審判決への不服による提訴→高裁、最高裁 の上告

高裁判決への不服による提訴→最高裁 のみ

憲法違反

上告理由 (判決に重大な影響を及ぼす法律違反)

法律に定められた重大な訴訟手続の違反

上告受理の申立 …判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項

（上告理由にはあたらないが、上告したいとき）

抗 告 決定、命令の形式に基づく裁判に対する上訴

・通常抗告…いつでもできる

・即時抗告…裁判の告知から１週間以内のみできる

・最高裁判所への許可抗告制度

再 審 一度確定した裁判を取消し、審理をやり直す制度

再審事由：裁判の基礎となった手続や資料に重大な瑕疵・欠陥があった

提起時期：再審事由を知ってから 日以内、確定判決から５年未満30

保全手続 …長い訴訟の間に、相手方による資産隠匿や目的物の処分等を防ぐ

仮差押え …強制執行に先立ち、目的物の保全を図る

要件…被保全債権の存在＋仮差押えの必要性

効果→債務者は、仮差押えされた財産を現状維持する

（自由に譲渡したり担保に提供したりできない）

仮処分 係争物に関する仮処分

仮の地位を求める仮処分

仮執行 …確定していない判決に基づく仮の強制執行

判決に「仮執行の宣言」が付されると執行できる。

・手形(小切手)金請求事件の認容判決では 職権により必ず付される(259②)、

・その他の財産権上の請求権に関する判決には、申立により又は職権で付与

・申立のある場合必ず判断されるが、申立のない場合は付さない場合が多い

※支払催告は、異議なく２週間経過すると、仮執行宣言が付される。
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●少額訴訟

＜ とは＞少額訴訟

少額の訴訟について、訴訟額に見合った時間と費用と労力で

解決を図ることができるように、手続をできる限り簡単迅速にしたもの

①６０万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られる。

② 回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする。1
③証拠書類や証人は審理の日にその場で調べられるものに限る。

④被告に資力がない場合は、分割払､支払猶予､遅延損害金免除の判決もある。

⑤不服申立ては、異議の申立てに限られる(控訴はできない)。

・利用回数：同一人が、同一の簡易裁判所で、年間１０回以内

・被告側の申し立てで通常訴訟への移行、他裁判所への移送が行われる。

・その場で吟味が出来ない証拠等がある場合は通常訴訟となる。

・反訴を行う場合は、通常訴訟を申し立てる。

・和解への移行もできる （訴訟上の和解）。

●支払督促

＜ とは＞支払督促

金銭の支払い請求権等について、簡易裁判所書記官に申立て、

裁判所から、督促状（請求書）を出してもらう制度

・相手方の異議が出れば、通常の訴訟に移行する。

・異議なく２週間経過すると、仮執行宣言が付される。

→確定判決と同じく債務名義となる。

◆督促手続オンラインシステム(2010.11.01から全国で利用可能)

インターネットを利用して支払督促の申立や紹介ができる

・貸金、立替金、求償金、売買代金、通信料、リース料

・上記の他、その複合型

※東京簡易裁判所が処理する
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●民事訴訟における裁判所の判断形成プロセスと基礎資料

処分権主義 請求 貸金返還請求

当事者主義 裁判所の判断→ 要件事実 金銭を貸し渡した

主要事実 借用証書の存在

弁論主義

証拠 借用証書

処分権主義 …当事者は、請求を自由に処分できる

（請求レベルの私的自治）

訴えの提起 …当事者の意思によらねば、訴訟は開始しない。

訴訟物の範囲 …原告が、審判の対象物を決定できる。

訴訟の終了 …当事者の意思によっても、訴訟は終了できる。

弁論主義 …当事者は、訴訟資料を収集する権原と責任を持つ

（立証レベルの私的自治）

主張責任の原則 …当事者が主張した事実だけを判決の基礎資料とする

自白の拘束力 …当事者間に争いのない事実は、
そのまま判決の基礎に採用する

職権証拠調べの禁止 …当事者間に争いのある事実の認定は、
当事者の申し出た証拠により行う

法律効果 法規 主要事実 間接事実

直接証拠 補助事実 間接証拠

間接証拠

釈明権 …裁判所が当事者に事実上や法律上の質問をし、証拠の提出を求める
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●要件事実と主要事実、証明責任の分配

例）子供が駅構内で振り回した傘が顔に当たってケガをした。

・不法行為の成立要件
②故意・過失 ⑤責任能力加害者

行為①損害 ③因果関係

④違法性権利侵害＝

（１） していること損害が発生
・財産的損害 積極的損害…現実に出費された金銭等

消極的損害…得べかりし利益
・非財産的損害―身体的苦痛、精神的苦痛 →慰謝料

（２）加害者の であること故意または過失による行為
・故意…権利等の侵害を認識しながら、あえて加害行為をする意思
・過失…損害を予測できたのに、それを避ける注意をしなかったこと

（３）加害行為と損害の間に こと因果関係がある
・相当因果関係がある場合に認められる(判例)

└その行為があれば通常そのような結果が発生した
であろうと一般的に予見できるという関係

（４）加害行為が違法であること（ こと）違法性阻却事由がない
・正当防衛…他人の不法行為に対し、自己等の権利を守るため、

やむを得ずした加害行為（民720①）
・緊急避難…他人の物から生じた急迫の危険を避けるために

そのものを損傷した場合（民720②）

（５） こと加害者に責任能力がある
・責任能力…自分のした行為がどのような結果をもたらすか予測でき、

かつそれを回避するのに必要な行動をとることができる
精神的能力（おおむね小学校卒業前後で責任能力取得）

＜訴 訟 物＞ ＜要件事実＞ ＜主要事実＞

①損害の発生…負傷により治療費を支出した

不法行為に基づく ②故意・過失…不用意に傘を振り回した

損害賠償請求権 ③因果関係 …振り回した傘が顔に当たり負傷した

※実務での不法 否認 …負傷はなく、治療費の支出もない法
行為要件事実律

・権利または ＜要件事実＞ ＜主要事実＞要
法益の存在① 抗弁１ ④違法性はない…傘をを振り回したのは件

・加害行為② 原告が襲って来たのを分
・故意･過失② 防ごうとしたためである類
・損害① 抗弁２ ⑤責任能力がない…被告は８歳である説
・因果関係③

※他の抗弁事由：過失相殺、消滅時効･除斥期間など

一定の法律効果を主張する者(本件なら原告)

→法律効果の発生を規定する法規の要件事実について証明責任を負う。

その法律効果の発生を争う者(本件なら被告)

→法律効果の発生につき障害事由を規定する法規の要件事実について証明責任
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第４節 その他の紛争の解決方法

支払催促 …前述 破産手続開始 …第２章参照

和解条項案の書面による受託の制度

和 解 裁判所等が定める和解条項の制度

裁判官が間に入って調整しながら進行する和解の手続。

訴訟上の和解 証拠調べが終わった時点などに、裁判官の心証開示の上で

｢和解の勧告｣がなされることが多い。和解調書＝債務名義

即決和解 当事者が簡易裁判所に申立て、期日に両当事者(代理人)が

(起訴前の和解) 簡易裁判所に出頭し、そこで和解調書を作成する。

和解調書＝債務名義

示 談 裁判手続とは無関係に、当事者が話し合い、

(私法上の和解) 互いの主張を譲り合って紛争をやめる旨の合意を行う

※履行を確実にするため、懈怠約款を付しておく

調 停 調停委員が間に入って、調整しながら解決策を模索する

調停調書＝債務名義

仲 裁 仲裁人という第三者の判断(仲裁判断)に、

確定判決と同様の効果を与える制度。

双方は仲裁合意に拘束され、不服申立もできない。

仲裁判断＝債務名義（執行判決が必要）

仲裁判断前でも、仲裁廷による

裁判によらない紛争解決 暫定保全措置命令があれば、強制執行が可能

裁判外紛争処理機関 ＡＤＲ基本法（裁判外紛争解決手続の利用の促進

（ＡＤＲ） に関する法律）

交通事故紛争処理ｾﾝﾀｰ

日弁連交通事故 時効の完成猶予について、

相談ｾﾝﾀｰ ＡＤＲ請求時を訴えの提起時とみなす(ADR25①)

建設工事紛争審査会 …ＡＤＲ手続終了後、１ヵ月以内に訴えた場合

国民生活センター

消費生活センター

製品分野別 ｾﾝﾀｰ 調停前置とされている訴訟において、PL
労働委員会 ＡＤＲ手続を調停と同様に扱う(ADR27)

医師会

（医事紛争処理委員会）

認証紛争解決事業者が行う調停で成立した和解

認証紛争解決事業者 （特定和解）に基づき強制執行が可能

(ADR2-4) (ADR27の２)
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第５節 企業活動と刑事責任

（３級の復習） 犯罪行為者 犯 罪 行 為 罪 名 刑 罰

会社の 誰でも 営業秘密の不正 不正競争防止法 10年以下の拘禁
企業秘密 な取得、開示等 違反(21) 以下罰金二千万円
を他社に
漏洩し、 秘密文書の保管 会社の秘密文書 業務上横領罪 10年以下の拘禁

（ ）所 報酬を 権限のある者 の社外へ持出し 253
得た場合 報酬受領

属
秘密文書の保管 会社の秘密文書 窃盗罪 235 10年以下の拘禁（ ）

企 権限のない者 の社外へ持出し 50万円以下罰金
報酬受領

業
秘密文書の保管 会社の秘密自体 背任罪 247 ５年以下の拘禁（ ）

に 権限のある者 の社外への漏洩 50万円以下罰金
会社損害

対
手形の 手形の振出権限 勝手に手形を 有価証券偽造罪 ３月以上

す 無権限 のない者 作成（偽造） 162 10年以下の拘禁（ ）
振出 （経理部員等）

る など
誰でも 偽造手形を使用 偽造有価証券 ３月以上

犯 行使罪 163 10年以下の拘禁（ ）

罪 偽造手形で 詐欺罪（246） 10年以下の拘禁
商品を購入

業務上 会社の物品、 会社商品の横流 業務上横領罪 10年以下の拘禁
（ ）保管金品 金品を業務上 し 253

の私物化 保管する者 集金の使い込み

粉飾決算 取締役、監査役 利益の過大表示 違法配当罪 ３年以下の拘禁
による による株主配当 963⑤-2 500万円以下の（ ）

利益配当 （タコ配当） 罰金

経営者としての 特別背任罪 10年以下の拘禁
会 地位保全目的等 960 千万円以下罰金（ ）

でのタコ配当
社

不良 金融機関の 回収困難や 特別背任罪 10年以下の拘禁
法 取引先 融資担当役員 損害発生を 960 千万円以下罰金（ ）

への 予期しながら、
上 意図的 充分な担保も

貸付 とらず貸付決定
の

総会屋等 取締役、支配人 総会屋等の 株主の権利の ３年以下の拘禁
犯 に対する 株主の 行使に関する 300万円以下の

金品提供 権利行使に関し 利益供与罪 罰金
罪 利益提供 (970①)

権利行使 株主 取締役などから 株主の権利行使 ５年以下の拘禁
に関する 不正の請託を受 に関する 00万円以下の5
金品受領 け金品等を収受 贈収賄罪(968) 罰金

役職員の 取締役、支配人 不正の請託を受 取締役等の ※贈り手側も
金品収受 など け金品等を収受 贈収賄罪(967) 同じ

そ 公務員に 会社の役員、 公務員に対する 贈賄罪（198） ３年以下の拘禁
の 対する 従業員 社交儀礼範囲を 250万円以下の
他 金品贈与 超えた金品贈与 罰金

受け取った公務員には、収賄罪(197)が成立する。５年以下の拘禁など
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Ⅰ 企業活動に関わる犯罪
企業と犯罪のかかわり

企業自体が処罰される 企業の役員や従業員が 企業が被害者となり、
業務に関連して処罰される 加害者を告訴する

問題と犯罪 企業 裏切行為 サイバー犯罪総会屋 金融 証券取引市場 に対する･ の犯罪

株主の権利行使に関して 取締役等の役員およびその代行者が特別背任罪
企業から不正な利益を得る 自己または第三者の利益を図る目的

または会社を害する目的で、任務に違反して、
会社に財産上の損害を与えた (会社960)

利益供与 利益供与
１０年以下の拘禁、罪 要求罪
1000万円以下の罰金 例）バブル崩壊後に、

回収困難な融資を実行
３年以下の拘禁 (会社970)
３００万円以下の罰金

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬ違反…10年以下拘禁１千万円以下罰金
損失補填 …３年以下拘禁３百万円以下罰金
ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引 …５年以下拘禁５百万円以下罰金
事業報告書違反…１年以下拘禁３百万円以下罰金

不正アクセス禁止法違反 刑法上のＩＴ犯罪 その他ネットワーク利用犯罪

不正アクセス行為 なりすまし行為 ・脅迫罪(222) ・強要罪(223)
(３年･100万円以下) ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾎｰﾙ攻撃 ・詐欺罪(246) ・恐喝罪(249)

・名誉棄損罪(230) ・侮辱罪(231)
不正ｱｸｾｽ助長行為 他人のID･PWの ・信用棄損罪(233)
(１年･ 50万円以下) 無断提供 ・偽計業務妨害罪(233)

・わいせつ物頒布罪(175)
フィッシング行為 他人のID･PWの ・児童買春・児童ポルノ法違反
(１年･ 50万円以下) 不正取得･保管 ・著作権法違反 など

･入力要求

＜コンピュータ・電磁的記録対象犯罪＞
私電磁的記録不正作出罪･供用罪 (161の2①③)：５年以下･ 50万円以下
公電磁的記録不正作出罪･供用罪 (161の2②③)：10年以下･100万円以下
支払用ｶｰﾄﾞ電磁的記録不正作出罪･供用罪･譲渡罪･貸渡罪･輸入罪

(163の2)：10年以下･100万円以下
不正電磁的記録カード所持罪 (163の3)：５年以下･ 50万円以下
支払用ｶｰﾄﾞ電磁的記録不正作出準備罪 (163の4)：３年以下･ 50万円以下
電子計算機損壊等業務妨害罪 (234の2)：５年以下･100万円以下
電子計算機使用詐欺罪 (246の2)：10年以下
公電磁的記録毀棄罪 (258)：３月以上７年以下
私電磁的記録毀棄罪 (259)：５年以下
＜コンピュータウイルス犯罪＞
不正指令電磁的記録作成罪･提供罪･供用財(168の2)：３年･ 50万円以下
不正指令電磁的記録取得罪･保管罪 (168の3)：２年･ 30万円以下
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Ⅱ 公益通報者の保護

公益通報者 …公益通報をした労働者、派遣労働者、退職後１年以内の者、役員

通報対象事実（犯罪行為や最終的に刑罰につながる法律違反行為）

公 ①国民の生命、身体、財産その他の

益 利益の保護に関わる法律に規定する罪の犯罪行為の事実等

通 （本法､刑法､食品衛生法､金融商品取引法､JAS法､大気汚染防止法､

報 廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令に定める法律）

②所定の法律に基づく処分に反することが、①の事実となる場合、

その処分の理由となる事実

通報先

労務提供先 ①不正目的の通報ではない

等 ◎対象事実の発生が思料される

処分・勧告 ①不正目的の通報ではない

権限をもつ ②対象事実の発生を信じるに足りる相当の理由がある

行政機関等 ③対象事実の発生が思料され、公益通報対象事実等を

記載した書面を提出する

保

発生または ①不正目的の通報ではない 護

被害拡大の ②対象事実の発生を信じるに足りる相当の理由がある さ

防止に必要 上記①②の他、下記のいずれかに該当する れ

な通報先 ③公益通報をすれば不利益取扱を受ける… る

④公益通報をすれば証拠が隠滅･偽造･変造される… 要

) ⑤内部通報をすれば、企業が通報者についての情報を 件ex
報道機関 漏えいする…

消費者団体 ⑥個人の生命または身体の危害、財産に対する損害が

労働組合 発生または急迫した危険がある…

など …と信じるに足りる相当の理由がある

⑦労務先から公益通報しないことを要求された

⑧書面による公益通報を行ったにもかかわらず

労務提供先が正当な理由なく調査を行わないなど

●公益通報者の保護

公益通報を理由とする ①解雇

②労働者派遣契約の解除 無効

③その他の不利益取扱

④損害賠償請求 禁止


